
作成日：令和５年４月１日
変更（直近）：　年　　月　　日

個人情報ファイルの名称 福祉バスの登録者名簿ファイル

行政機関等の名称 瑞穂町長

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

福祉部高齢者福祉課高齢者支援係

個人情報ファイルの利用目的 福祉バスの登録者確認に利用する。

記録項目 氏名、生年月日、住所、電話番号

記録範囲 福祉バスの登録者

記録情報の収集方法
令和3年告示第190号による廃止前の瑞穂町福祉バス運行要綱（平成22年告示第19号）を根拠と
する申請

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

含まない

記録情報の経常的提供先 無

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

瑞穂町企画部総務課文書法制係
〒190-1292　東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

無

個人情報ファイルの種別 法第60条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル 無

行政機関等匿名加工情報の提案募集をす
る個人情報ファイルである旨

募集しない

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

―

行政機関等匿名加工情報の概要 ―

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

―

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

―

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときは、その旨

含まない

取り扱う本人の数 1,000人以上

備考

瑞穂町　個人情報ファイル簿



作成日：令和５年４月１日
変更（直近）：　年　　月　　日

個人情報ファイルの名称 ひとり暮らし及び高齢者のみ世帯調査票

行政機関等の名称 瑞穂町長

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

福祉部高齢者福祉課高齢者支援係

個人情報ファイルの利用目的
ひとり暮らし及び高齢者のみ世帯の実態を把握すること、また災害時や急な病気等の緊急対応
が必要な時に、迅速にその家族や親戚の方に連絡を取るために利用する。

記録項目
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、身体状況、世帯状況、親族・続柄、緊急連絡先、心
身機能の障害

記録範囲 ひとり暮らし及び高齢者のみ世帯

記録情報の収集方法 ひとり暮らし及び高齢者のみ世帯調査票

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

含む

記録情報の経常的提供先 無

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

瑞穂町企画部総務課文書法制係
〒190-1292　東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

無

個人情報ファイルの種別 法第60条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル 無

行政機関等匿名加工情報の提案募集をす
る個人情報ファイルである旨

募集しない

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

―

行政機関等匿名加工情報の概要 ―

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

―

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

―

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときは、その旨

含まない

取り扱う本人の数 1,000人以上

備考

瑞穂町　個人情報ファイル簿



作成日：令和５年４月１日
変更（直近）：　年　　月　　日

個人情報ファイルの名称 避難行動要支援者名簿

行政機関等の名称 瑞穂町長

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

福祉部高齢者福祉課高齢者支援係

個人情報ファイルの利用目的 災害が発生したときの安否確認や避難誘導など、安全の確保のために利用する。

記録項目 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、身体状況、世帯状況、親族・続柄、親族連絡先

記録範囲 介護保険要介護３～５の方、在宅の７５歳以上のみ世帯の方

記録情報の収集方法 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）を根拠とする申請

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

含まない

記録情報の経常的提供先 民生委員・児童委員、高齢者支援センター

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

瑞穂町企画部総務課文書法制係
〒190-1292　東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

無

個人情報ファイルの種別 法第60条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル 無

行政機関等匿名加工情報の提案募集をす
る個人情報ファイルである旨

募集しない

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

―

行政機関等匿名加工情報の概要 ―

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

―

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

―

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときは、その旨

含まない

取り扱う本人の数 1,000人以上

備考

瑞穂町　個人情報ファイル簿



作成日：令和５年４月１日
変更（直近）：　年　　月　　日

個人情報ファイルの名称 避難行動要支援者名簿ファイル

行政機関等の名称 瑞穂町長

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

福祉部高齢者福祉課高齢者支援係

個人情報ファイルの利用目的 災害が発生したときの安否確認や避難誘導など、安全の確保のために利用する。

記録項目 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、身体状況、世帯状況、親族・続柄、親族連絡先

記録範囲 介護保険要介護３～５の方、在宅の７５歳以上のみ世帯の方

記録情報の収集方法 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）を根拠とする申請

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

含まない

記録情報の経常的提供先 無

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

瑞穂町企画部総務課文書法制係
〒190-1292　東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

無

個人情報ファイルの種別 法第60条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル 無

行政機関等匿名加工情報の提案募集をす
る個人情報ファイルである旨

募集しない

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

―

行政機関等匿名加工情報の概要 ―

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

―

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

―

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときは、その旨

含まない

取り扱う本人の数 1,000人以上

備考

瑞穂町　個人情報ファイル簿



作成日：令和５年４月１日
変更（直近）：　年　　月　　日

個人情報ファイルの名称 介護保険要介護認定情報ファイル

行政機関等の名称 瑞穂町長

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

福祉部高齢者福祉課介護支援係

個人情報ファイルの利用目的
要介護認定事務において、適切な事務遂行のため申請者の生活環境、状態等を把握するために
利用する。

記録項目

１．被保険者番号　　２．個人番号　　３．医療保険情報　　４．氏名　　５．生年月日
６．性別　　７．住所　　８．電話番号　　９．要介護認定情報　　１０．申請者情報
１１．主治医情報　　１２．特定疾病　　１３．傷病名　　１４．健康状態
１５．主治医意見書情報　　１６．認定調査情報

記録範囲 要介護認定申請者

記録情報の収集方法 本人、医療機関、申請者の家族、施設・事業所

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

含まない

記録情報の経常的提供先 居宅サービス計画作成のため、居宅介護支援事業に提供

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

瑞穂町企画部総務課文書法制係
〒190-1292　東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

無

個人情報ファイルの種別 法第60条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル 有

行政機関等匿名加工情報の提案募集をす
る個人情報ファイルである旨

募集しない

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

―

行政機関等匿名加工情報の概要 ―

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

―

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

―

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときは、その旨

含まない

取り扱う本人の数 1,000人以上

備考

瑞穂町　個人情報ファイル簿



作成日：令和５年４月１日
変更（直近）：　年　　月　　日

個人情報ファイルの名称 介護保険システム

行政機関等の名称 瑞穂町長

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

福祉部高齢者福祉課介護支援係

個人情報ファイルの利用目的
介護保険資格管理、保険料の賦課及び収納、受給者管理、給付管理等に係る業務を行うために
利用する。

記録項目

１．被保険者番号　　２．宛名番号　　３．世帯番号　　４．氏名　　５．年齢
６．性別　　７．生年月日　　８．住所　　９．認定情報　　１０．資格情報
１１．受給者情報　　１２．給付情報　　１２．賦課情報　　１３．収納情報
１４．口座情報　　１５．宛名　　１６．所得情報　　１７．負担割合
１８．世帯情報

記録範囲 町内の６５歳以上の者、介護認定のある４０歳から６５歳未満の者

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

含まない

記録情報の経常的提供先 東京都国民健康保険団体連合会

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

瑞穂町企画部総務課文書法制係
〒190-1292　東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

無

個人情報ファイルの種別 法第60条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル 有

行政機関等匿名加工情報の提案募集をす
る個人情報ファイルである旨

募集しない

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

―

行政機関等匿名加工情報の概要 ―

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

―

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

―

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときは、その旨

含まない

取り扱う本人の数 1,000人以上

備考

瑞穂町　個人情報ファイル簿


